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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/fuyo_jp.pdf

B ForThose Applying for an Exemption for Dependents, etc. with Regard to
Non-resident Relatives ($#85FF3& REER)—TLYH)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/fuyo_en.pdf

B ESNBEERKICRIEEERE QRACRRFEHRER)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
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	1. 国外居住親族に係る扶養控除等の適用ための書類要件
	2016年以降、居住者が国外居住親族（非居住者である親族）について扶養控除等の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示することが義務付けられることになりました。以下、（1）給与等の源泉徴収・年末調整及び（2）所得税の確定申告に分けて、説明いたします。
	なお、扶養控除等の内容等の説明は、P.4の《参考情報－1》にまとめています。
	（1）給与等の源泉徴収・年末調整
	国内で給与等の支払を受ける居住者が、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、以下のように、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示することが必要となります。
	この改正は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について適用されます。
	（2）所得税の確定申告
	居住者が所得税の確定申告において国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又はその確定申告書の提出の際に提示することが必要となります。
	ただし、上記（1）により既に提出又は提示をした「親族関係書類」又は「送金等関係書類」については、確定申告書への添付又は提示は要しないこととされています。
	この改正は、2016年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合に適用されます。
	2. 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
	「親族関係書類」・「送金関係書類」の意義及び財務省・国税庁から示された運用上の留意点のポイントは、以下のとおりです。
	なお、いずれの書類も外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付することが必要となります。
	（1）「親族関係書類」
	「親族関係書類」とは、国外居住親族が居住者の親族に該当する旨を証する書類であり、以下のいずれかとされています。
	（2）「送金関係書類」
	「送金関係書類」とは、国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類であって、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。具体的には、以下のような書類が該当します。
	《参考情報－1》
	《参考情報－2》

